
 

軽微な被害は罹災証明書が早く交付できます 

 

軽微な被害（一部損壊）を申請者本人が判定した場合（自己判定方式） 

 実地調査はせず、写真判定によって「一部損壊」判定の罹災証明書を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 交付に要する期間（２～３日程度） 

※  

瓦が数枚飛んだ 

（屋根面積の 50%以下の

被害は一部損壊判定。） 

 飛来物が当たって、一部の扉

やガラスが損傷した。 

床下までの浸水が

あった。 

雨樋や軒天が

飛ばされた。 
外壁の損傷があった。 

（壁面積の 70%以下の

被害は一部損壊判定。） 

【軽微な被害の例】 

① 罹災証明書交付申請 ② 実地調査 ③ 罹災証明書の発行 

災害で住家に被害があった方へ 

 

お問合せ先 

豊川市役所財務部資産税課 

電話：0533-89-2130 

FAX：0533-89-2299 

MAIL：shisanzei@city.toyokawa.lg.jp 

 

          

申請に必要なもの 

・被害の程度がわかる写真 

・委任状（住家の所有者以外の方が申請される場合） 

【参考】通常の罹災証明書発行までの流れ（交付に要する期間：概ね 1週間～1カ月） 
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